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堀内　聡・川乗賀也・菅野道生

セルフ・ネグレクト状態にある住民の実態と支援関係者の対処に関する調査

１．目的
　セルフ・ネグレクトとは、“生活において当然行
うべき行為を意図的か無意図的かを問わず行わない
ことによって、自己の心身の安全や健康が脅かされ
る状態に陥ること”である。セルフ・ネグレクトに
は、例えば、以下のような状態があげられる；①家
の前や室内にゴミが散乱している；②汚れている衣
類を着用したり、失禁を放置している；③危険な家

（例：窓に穴がある、大きく傾いている）；④必要な
介護サービスを拒否する；⑤必要な治療を拒否して
いる。
　民生委員やコミュニティソーシャルワーカーなど
の支援者は、どのくらいセルフ・ネグレクトと位置
づけられるケースに遭遇しているのであろうか、ま
たそれはどのようなケースであろうか。岩手県内の
特定の市町村の現状に関して、その実態を明らかに
した調査は非常に少ない。
　そこで、本プロジェクトでは、以下の 2 点を当初
の目的としていた（1）市町村で民生委員などを対
象とした調査を行い、セルフ・ネグレクトの認識数
と具体的な状態（上記の 5 つの状態のどれに該当す
るか）を明らかにする；（2）担当している地域の各
ケースに関して、感じている困難の実態を明らかに
する。調査協力者との協議等の結果、1 つ目の目的
に絞って研究を行うことになった。
２．方法
協力者
　2 つの某地区において活動している民生委員 18
名から協力を得た。
聞き取り項目
　民生員の属性として、年齢、性別、民生委員経験
年数、地区内の担当世帯数、訪問世帯数を尋ねた。
聞き取り項目は 3 つであった。まず最初に、担当す
る地区内に、セルフ・ネグレクトに該当する 60 歳
以上の方がいるかを尋ねた。該当する方がいる場合
は、さらにその人数、それぞれのケースの概要を尋
ねた。ケースの概要とは、すなわち、性別、年齢（60
代から 90 代以上）、具体的な状態、状態の深刻度、
対応している機関、近所づきあいの有無であった。
具体的な状態は、上述の①から５のどれに該当する
かを尋ねた。状態の深刻度は以下の 4 つのうちから
該当するものを選択してもらった：①非常に深刻な
状態で、早急な対応が必要；②ある程度は深刻な状

態で、警戒が必要；③深刻であるが、様子を見れば
よい；④さほど深刻ではない。
手続き
　2016 年 1 月および 3 月の某日に開催された地区
民生委員協議会の定例会の終了後に聞き取り調査を
実施した。まず、調査責任者（堀内）が調査趣旨、
手続きの説明を行い、全員から同意を得た上で調査
を行った。1 月の調査、3 月の調査のそれぞれに 8
名の大学生・大学院生が同行し、聞き取りを行った。
３．結果と考察
民生委員の属性
　年齢は 17 名から回答が得られ、平均年齢は 65 歳
であった。男性は 4 名、女性は 14 名であった。民
生委員としての経験年数は、平均で 80.6 ヶ月であっ
た。担当世帯数は 17 名から回答が得られ、合計は
5,143 世帯であった。合計で訪問世帯数は 17 名から
回答が得られ、合計で 949 世帯であった。
セルフ・ネグレクトの認識数とケースの実態
　セルフ・ネグレクトに該当するケースは 5 ケース
であった。1 民生委員あたり、0.28 人という計算に
なる。内閣府経済社会研究所（2014）の 1.44 人とい
う報告と比較すると、かなり少ない結果であった。
　5 つのケースのうち、2 つのケースは、家の前や
室内にゴミが散乱しており、早急な対応が必要な
ケースであった。市役所と社会福祉協議会が対応し
ていた。残りの 3 ケース、それぞれ治療を拒否、介
護を拒否、治療と介護の両方を拒否しているケース
である。深刻度は、さほど深刻ではない、ある程度
は深刻な状態で、警戒が必要、深刻であるが、様子
を見ればよいというものであった。最後の 2 ケース
は地域包括センターが関わっており、残り 2 ケース
は対応機関がない状態であった。なお、5 ケース中
4 ケースは近所づきあいのない、孤立しているケー
スであった。
　これらの結果から、セルフ・ネグレクトに該当す
るケースでは、孤立しがちなケースが多いこと、深
刻度が高いケースもあることを念頭に置き、日頃か
ら関係性を築き、深刻度を見定める必要性が示唆さ
れる。
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福祉と観光の拠点作りに対応した地域の受け入れ態勢に関する研究
―ユニバーサルツーリズム促進に向けた方向性の検討－

１．目的
　高齢者や障害のある人でも自由に観光ができるユ
ニバーサルツーリズム（以下「UT」と言う）の普及・
促進のためには、サービス提供側の取り組みだけで
はなく、地方自治体、NPO、観光事業者等による
地域関係者による受入側の取り組みが重要となる。
本研究は、受入側の取り組みとして、UT に対応し
た観光地づくりのための受入体制強化の取組状況を
調査し、UT 促進に向けた課題と方向性を取りまと
めることを目的とする。
２．方法
　UT に対応した地域（観光地）の受け入れ態勢強
化を進める上では、地域の観光に関連したバリアお
よびバリアフリー情報の収集・発信等を行い、行政
や地域関係者とネットワークを持つことにより、旅
行者等からの問い合せや相談に適切に対応するこ
とができる窓口機能を有する受け入れ拠点づくりが
重要となる。UT に対応した地域（観光地）の受け
入れ拠点として、様々な活動のきっかけや、組織設
立の経緯、地域特性に応じた取り組み等のバリエー
ションがある中で、取り組みの検討、立ち上げ、開
始、継続、発展といったステップ毎に必要となる活
動内容やそのポイント等について抽出・整理を行う。
　今年度の具体的な方法として、

①県内の宿泊施設の受け入れ態勢（バード面のバ
リアフリー及び受け入れに関する研修等）の実
態を把握する

②世界遺産登録後多くの観光客が来るようになっ
た平泉地区での対応

の２点を行った。
３．今年度の主な結果
１）県内宿泊施設のユニバーサルデザインの状況
　（１）調査の概要
　県内の宿泊施設を対象に、質問紙による調査を
行った。調査時期は平成 27 年 10 月で、362 件配布、
167 件の回収であった。これまでも県内宿泊施設に
対して継続的に調査を行ってきていたので、今回は
主に視覚障害者を含む身体障害者の受け入れ状況
を、ハード面と研修などのソフト面、それぞれにバ
リアフリーやユニバーサルデザインへの取り組み状
況について捉えた。

　（２）ハード面について
　バリアフリーやユニバーサルデザインを導入する
傾向が強く見られた。しかし、その内容は一部であっ
て、バリアフリー新法のハードルが高い、様々な手
続きが必要で大変である、資金不足等の理由から、
バリアフリー新法の認定を受けるまで至った宿泊施
設は２% 程度であった。
　（３）ソフト面について
　障害の種類別に見た 1 年間の宿泊者数は、車いす
利用者が宿泊した施設は９割以上、視覚障害者が宿
泊した施設は４割程度であった。車椅子利用者の宿
泊数と比較すると、視覚障害者の宿泊数がまだ少な
いのが現状である。また、身体障害者の宿泊に関す
る研修を行っている施設は全体のおよそ 1 割程度で
あった。追加で行った聞き取り調査では、研修を行っ
ていない施設においても、必要時にその都度、対応
方法や注意事項に関しての教育を行っていた。一方
で、ソフト面で対応できる福祉に詳しい従業員がい
ないため、具体的な対応方法がわからないといった
課題も捉えられた。
２）平泉地区での実践
　平泉地区においては、前年度の結果を受け、地区
に支援する拠点および人材のネットワークを構築
し、バリアフリーツアーセンターの役割を担う態勢
を築くためのイベントの企画・実施に協力した。
　具体的には、中尊寺の月見坂を車いすで登るイベ
ントに参加し課題を整理した。モニター参加者に対
して行った質問紙調査では概ねボランティアについ
ての評価は高く、また、バリアフリーツアーセンター
についても必要性を認識し、どちらに対しても「有
料であっても利用する」が一定の割合（モニター参
加者の約半数）いた。
４．今後の課題
１）引き続き平泉など県内での実践を評価し、岩手

型支援体勢の提案に結びつける。
２）宿泊施設や観光施設など受け入れ側に対する

ユニバーサルデザインの理解を進める。継続・
維持できるために、福祉的な視点だけではな
く、採算がとれる事業性の視点も含め検討を
続けていく。

１）岩手県立大学大学院博士後期課程


